


中小企業省力化投資補助金の概要

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が IoT・ロボット等の人手不

足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進し

て中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。

目的

介護・医療、一次産業、宗教法人等の一部業種は対象外。

●中小企業者(組合関連以外)
●中小企業者(組合・法人関連)
●「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

中小企業等が、事務局HPに公開する補助対象製品のリスト(カタログ)に登録された製品から選んで省
力化のための設備投資を行い、労働生産性年平均成長率3%向上を目指す事業計画※に取り組むこと。
※省力化で削減された工数分の人員削減を行うものは対象外

省力化製品の設備投資における
(1)製品本体価格
(2)導入に要する費用(導入経費)

補助額・補助率

補助上限額 補助率

従業員数5名以下
200万円(300万円)

従業員数6~20名
500万円(750万円)

従業員数21名以上
1000万円(1500万円)

※賃上げ要件を達成した場合、（）内の値に補助上限額を
引き上げ
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補助対象者

補助要件

補助対象経費

2交付決定前に契約、購入した製品、発生した費用は対象外。



①機器カテゴリを選択 ②機器を選択

⚫ 2024年7月12日現在 1７カテゴリ １１０製品 が登録されています。
⚫ カタログに掲載されるカテゴリ及び機器は、事務局での審査が完了次第、随時追加されます。

製品選択のイメージ
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（参考）省力化補助金の事業の流れ

✓ 本補助金の補助対象となる製品の種類（製品カテゴリ）を公募
✓ 工業会等は、導入ニーズのある製品カテゴリを経済産業省へ申請
✓ 経済産業省にて承認された製品カテゴリは、カタログ募集の対象となる

製品カテゴリ
登録

製品登録

交付申請～
事業実施

✓ 本補助金を利用する中小事業者等を公募。
✓ 中小事業者等は、カタログから導入製品を選択し、当該製品を取り
扱う販売店と共同で補助金の申請を行う。

✓ 審査の後、採択事業者が発表され、採択された中小企業等と販売
店は共同で省力化投資に取り組む。

✓ 登録された製品カテゴリについて、補助対象となる各社の製品を公募
✓ 製品等メーカーは、自社製品について事務局・工業会等に申請を行う
✓ 工業会等は、省力化に関する性能について申請製品の審査を行う
✓ 登録に当たっての要件を確認後、申請製品がカタログに掲載される

工業会等

工業会等

補助金事務局

製品メーカー等

販売店

中小事業者等

補助金事務局

※補助金事務局は中小企業庁・中小機構・受託事業者により運営

補助金事務局※

販売店登録
販売店

補助金事務局
✓ カタログに掲載された製品を取り扱う販売店を公募
✓ 採択された販売店は、製品と紐付けてカタログに登録される

⚫ 省力化補助金は、①製品カテゴリ登録、②製品登録、③販売店登録、④交付申請のフェーズが
存在。
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補助金申請から事業終了までの流れ
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補助事業実施
期間は12ヶ月
以内

出典：省力化投資補助金HP https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/application_flow.pdf
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※確定している募集回のスケジュールのみ公表しております。以降のスケジュールは随時更新いたします。
※令和8年9月末頃までの間に複数回の公募が行われる予定です。

交付申請期間

第一回公募回

受付開始日 2024年6月25日（火）

申請締切日 2024年7月19日（金）17:00

採択・交付決定日 2024年8月下旬予定

スケジュール・問い合わせ先

第二回公募回

受付開始日 2024年8月9日（金）13:00

申請締切日 2024年9月24日（火）17:00予定

採択・交付決定日 2024年11月上旬予定
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問い合わせ先：中小企業省力化投資補助事業コールセンター

⚫ 事務局HP：https://shoryokuka.smrj.go.jp/

⚫ 電話：0570-099-660   (IP)03-4335-7595

※お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

事務局HP 公募要領 製品カタログ
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